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FAX 通信 

天童商工会議所 

〒994-0013 天童市老野森 1-3-28 

TEL：023-654-3511  FAX：023-654-7481 

HP アドレス：http://www.tendocci.com/ 

今後 FAX通信が不要の場合はお手数ですが、 

□にチェックをしてご返信ください。     

 

 □ 事業所名     差し込み    

    

会員の皆様からいただいたご意見を施策や事業に 

反映させてまいります。ご協力をお願いいたします。 天童商工会議所 検索 

HPはこちらで検索 

 宛 名 入 り ま す 

今年度の将棋
コ マ

共済に係る配当金を加入事業所様へ下記の

通りお支払いたします。「配当金支払明細書」は 2月上旬

に送付致します。 

 

○支 払 日： 平成２９年３月２１日（火） 

○支払方法： 指定口座への振込 

 

※ご指定口座に変更等がありましたら、２月２８日（火）

までにご連絡をお願い致します。 

 

【お問い合わせ】当所総務課 TEL:654-3511 

将棋
コ マ

共済配当金の案内 

○日 時：平成 29年 2月 16日（木）10時～16時 

○場 所：天童商工会議所 

○相談員：日本政策金融公庫山形支店の担当者 

○持ち物：二期分の決算書申告書、他 

○用 途：設備投資 

     年度末に対応する運転資金、他 

 

【お問い合わせ】 

 当所中小企業相談所 TEL：654-3511 

金融相談（一日公庫）のご案内 

金 利：1.16%（平成 29年 1月 16日現在） 

 

※天童市からの利子補給制度があります。 

 

補給率：0.36%（平成 29年 1月 16日現在） 

マル経金利（日本政策金融公庫融資制度）  

【特定（産業別）最低賃金】 

  

○一般産業用機械・装置等製造業 時給 798円 

○電気機械器具等製造業     時給 782円 

○自動車・同附属品製造業    時給 797円 

○自動車整備士（整備士に限る） 時給 801円 

 

【山形県最低賃金】 

○時給 717円 効力発生日 平成 28年 10月 7日 

 

【お問い合わせ】山形労働局労働基準部 賃金室 

        TEL:023-624-8224 

 

～～～～～下記助成金もご活用ください。～～～～～ 

①キャリアアップ助成金（処遇改善コース） 

②業務改善助成金 

【お問い合わせ】山形県最低賃金総合相談支援センター 

        TEL:0800-800-9902 

山形県の特定最低賃金が改定されました。 

○日時：平成 29年 2月 2日（木） 

○場所：山形テルサ 3階 研修室 A 

○参加料：無料 定員：50名 

○内容：①マーケティング・セールス相談会 

    ②支援事業説明会 

     （１）支援事業の概要 

     （２）マーケティング・成長戦略支援事業 

     （３）セールス・マッチング支援事業 

    ③名刺交換会・交流会 

 

【主催・お問い合わせ】東経連ビジネスセミナー 

 TEL：022-262-7055 E-mail：k-sato@tokeiren.or.jp 

東経連ビジネスセンター支援事業説明会の開催 


